
 

医療的ケア実施同意書 
 

練馬区教育委員会事務局  

こども家庭部保育課長 様 

 

練馬区立保育園で実施する医療的ケアについて、下記の事項に同意します。 
 

■医療的ケアの内容【                          】 

同意事項 確認欄 

① 保護者が自宅等で行っている医療的ケアが安定的に確立しており、事故や感染症が起

こる可能性が低いこと。 
□ 

② 病状や健康状態が安定しており、日常的に他の児童から隔離せず集団保育が可能なこ

と。また、看護師が常時そばについて容態観察や処置を行う必要がないこと。 
□ 

③ 医療的ケアの主治医の指示内容を、その時の体調に応じて変更する等の対応はできま

せん。（例：体調不良によるケア実施回数や量、設定の変更等） 
□ 

④ 体調の悪化等により保育園での医療的ケアの実施が困難と認められるときは、登園は

できないこと。また、保育中に同様の事態が生じた時は、速やかにお迎えに来ること。 
□ 

⑤ お子さんの病状や医療的ケアに関する情報が、保護者と保育園の間で十分に共有で

き、必要に応じて主治医からの情報を受けることができること。また、主治医へ直接

問合せ等を行っても良いこと。 
□ 

⑥ 入園後は、緊急時の連絡手段を明確にするとともに、緊急対応病院を保育園近隣に指

定すること。 
□ 

⑦ 保育中の医療ケア行為は、園看護師が中心となり実施するが、その他、連携看護師や

訪問看護師が実施する場合があること。 
□ 

⑧ やむを得ない事情により看護師等が不在となる際は、保育園の求めに応じて、保護者

は必要な協力を行うこと。 
□ 

⑨ 医療的ケアに必要な医療器材や衛生用品等消耗品の用意および管理は、保護者が行う

こと。また、使用済みの物品は家庭へ持ち帰ること。 
□ 

⑩ 医療機関に対する診療報酬および文書料、主治医が区職員に対し実施する実施指導料

について、保護者が負担すること。 
□ 

⑪ 入園後は、新年度の利用継続の申請にあたり、必要とされる主治医指示書等の書類を

提出すること（保育継続の可否は、毎年 1月の利用検討会にて決定いたします）。 
□ 

⑫ 保育の利用を承諾した場合でも、医療的ケアの内容や実施頻度等に変更が生じた場合

は、その都度、利用継続の可否について判定が行われる（その結果、保育の利用の継

続が困難と認められる場合は、保育の利用を解除する場合があります）。 
□ 

⑬ 保育園の利用は、土日祝日および年末年始を除く平日とし、8:30から 17:00までの間

で、園長と確認した保育時間とすること。 
□ 

⑭ 医療的ケアの実施において、予測不可能なリスクがあることを保護者が理解し、申請

書および指示書に基づき実施した医療的ケアにより発生した事故について、区に責任

を求めないこと。 
 □ 

  

                                  年   月   日 
   

                      （保護者氏名）               

（児童氏名）                


